
平成２３年度随意契約情報(委託料)都市整備部本庁分
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

1 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

福井コンピュータ
（株）　大阪営業所

平成２３年度　電子納品
管理システム保守業務委
託

20110401 20120331 2,100,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム保守業務）が
特定の者（当該システムの開
発業者）でなければ実施する
ことができないため。

2 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

富士通（株）　関西
支社

平成２３年度　土木積算
システム改訂データ提供
業務委託

20110401 20120331 2,104,200
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム改訂データ提
供業務）が特定の者（当該シ
ステムの開発業者）でなけれ
ば実施することができないた
め。

3 交通道路 道路環境
安全対策グ
ループ

財団法人　大阪府
交通安全協会

「平成２３年度大阪府高
齢者・子ども交通安全教
育指導員派遣事業」実施
運営業務委託

20110405 20120331 2,683,800
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本業務を実施するには、交通
安全教育に関する高度な指
導能力を有する指導員の派
遣が必要不可欠であり、交通
安全関連事項に精通している
ことが求められるため、道路
交通法第１０８条の３１に基づ
き都道府県における交通安全
推進センターとして大阪府公
安委員会が指定する唯一の
団体であるため。

4 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

富士通（株）　関西
支社

土木許認可事務管理シ
ステム機器更新に伴う移
行検証業務委託

20110428 20110930 2,999,850
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム移行検証業
務）が特定の者（当該システ
ムの運用保守業者）でなけれ
ば実施することができないた
め。

5 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

富士通（株）　関西
支社

平成２３年度　土木積算
システムに係る運用保守
業務委託

20110401 20120331 27,538,350
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム運用保守業
務）が特定の者（当該システ
ムの開発業者）でなければ実
施することができないため。

6 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

三菱電機（株）　関
西支社

大阪府建設ＣＡＬＳシステ
ム機器更新に伴う移行検
証業務委託

20110428 20110930 11,865,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム移行検証業
務）が特定の者（当該システ
ムの運用保守業者）でなけれ
ば実施することができないた
め。
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7 河川 河川環境
環境整備グ
ループ

株式会社　はちけ
んや　安積　正彦

「川の駅」はちけんや運
営・維持管理業務委託契
約の締結及び経費の支
出について

20110401 20120331 12,234,600
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（運営・維持管理業務）が
特定の者（設計・建設・維持管
理を一体的に行うことを目的
に公設民営方式による公募
により事業提案を受けた委託
業者）でなければ実施できな
いため

8 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

富士通（株）　関西
支社

平成２３年度　土木許認
可事務管理システムに係
る運用保守業務委託

20110401 20120331 14,390,250
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム運用保守業
務）が特定の者（当該システ
ムの改修業者）でなければ実
施することができないため。

9 交通道路 道路整備
総務グルー
プ

財団法人　日本道
路交通情報セン
ター

道路情報に関する業務
委託の締結及び経費の
支出について

20110401 20120331 14,918,400
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

　特別の目的（道路情報に係
る業務）であるため、委託先
（（財）日本道路交通上セン
ター）が特定される。

10 河川 河川環境
防災グルー
プ

西菱電機（株）　大
阪支社

大阪府水防災情報システ
ム保守点検委託

20110401 20120331 47,040,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム保守点検業
務）が特定の者（当該システ
ムの開発業者）でなければ実
施することができないもので
あるため.

11 河川 ダム砂防
砂防グルー
プ

日本無線（株）　関
西支社

土砂災害予警報システム
保守点検委託（Ｈ２３）

20110401 20120331 43,575,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

大阪府土砂災害予警報シス
テムの保守点検は当該設備
の整備業者でなければ実施
することができないものである
ため

12 用地 用地
地価調整グ
ループ

社団法人　大阪府
不動産鑑定士協会

平成２３年度大阪府地価
調査事業に係る業務委
託

20110401 20110920 56,429,100
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

特別の目的（土地の公的評
価）を有する業務であるため、
委託先（社団法人大阪府不動
産鑑定士協会）が特定され
る。
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13 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

三菱電機（株）　関
西支社

平成２３年度　大阪府建
設ＣＡＬＳシステム運用保
守業務委託

20110401 20120331 75,600,000
特例政令第１０
条第１号

特殊な技術（当該システムの
開発業者しか有しない技術）
を必要とする業務であるため

14 交通道路 都市交通
公共交通計
画グループ

中央復建コンサル
タンツ（株）

平成２３年度京阪神都市
圏交通計画調査業務委
託

20110804 20120309           15,225,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（平成23年度京阪神都市
圏交通計画調査業務）が特定
の者（協議会（国、自治体で
構成）で公募により選定され
た業者）でなければ実施する
ことができないものであるた
め。

15 交通道路 都市交通
公共交通計
画グループ

公共交通の乗り継
ぎ改善に関する計
画（公共交通シー
ムレス計画）策定
業務　システム科
学研究所・地域未
来研

公共交通の乗り継ぎ改善
に関する計画（公共交通
シームレス計画）策定業
務

20110908 20120315           15,172,500
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公共交通シームレス計
画策定業務）が特定の者（公
募により選定された業者）で
なければ実施することができ
ないものであるため。

16 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

富士通（株）　西日
本営業本部

平成２３年度　土木許認
可事務管理システム改修
委託

20111021 20120315 11,025,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム改修業務）が
特定の者（当該システムの運
用保守業者）でなければ実施
することができないため。

17 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

三菱電機株式会社
関西支社

大阪府建設ＣＡＬＳシステ
ム改修業務委託

20120110 20120328           81,060,000
特例政令第１０
条第１号

特殊な技術（当該システムの
開発業者しか有しない技術）
を必要とする業務であるため
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18 交通道路 道路環境
環境整備グ
ループ

国際航業（株）　大
阪支店

道路台帳調書管理システ
ム改良業務委託

20120106 20120229            3,045,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム改良業務）が
特定の者（当該システムの開
発業者）でなければ実施する
ことができないものであるた
め

19 都整事管 都整事管
技術情報グ
ループ

（株）スマートバ
リュー

大阪府建設ＣＡＬＳシステ
ム監視・運用サービス業
務委託

20120201 20120331 1,249,500
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム監視・運用
サービス業務）が特定の者
（当該常駐監視業者）でなけ
れば実施することができない
ため

20 公園 公園
総務グルー
プ

財団法人　関西情
報・産業活性化セ
ンター

オーパス・スポーツ施設
情報システム　APSサー
ビス運用変更に伴う追加
業務

20120301 20120330 1,890,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システム変更業務）が
特定の者（当該システムの開
発業者）でなければ実施する
ことができないものであるた
め

Ｈ２３．４～５月 １３件 円

Ｈ２３．８～９月 ２件 円

Ｈ２３．１０～１１月 １件 円

Ｈ２３．１２～H２４．１月 ２件 円

Ｈ２４．２～３月 ２件 円

合　計 ２０件 円442,145,550

都市整備部本庁（委託料） 313,478,550

30,397,500

11,025,000

84,105,000

3,139,500
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